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「ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物に係る暫定排水基準の
見直しについて（案 」に対する意見の募集結果について）

平成 年５月16

水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝
酸化合物については、一部の工場・事業場で暫定排水基準が設定されていますが、これら
の見直しを行う予定です。
この見直しについては、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、３月29日から４

月28日まで、意見募集（パブリックコメント）を行いました。寄せられた意見の概要及び
それに対する意見の考え方については以下のとおりです。

【意見の提出状況】

封書によるもの ５通
ＦＡＸによるもの １５通
電子メールによるもの １８通

計 ３８通

意見ののべ総数 ７７件（その他の意見も含む）

１．暫定排水基準の改正案について

意見の概要 意見に対する考え方

排水処理が困難であり、水での希釈が 平成１１年２月、ほう素、ふっ素、ア
最善策である。暫定を続けざるを得ない ンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物が水質
のではないか。規制を行う意義について 環境基準の健康項目に指定されたことを
疑問である。また、厳しい規制は国の勢 受け、中央環境審議会の審議の結果、こ
いを阻害するのではないか。 れらの物質は人の健康に影響を及ぼす有
次の暫定期間内に除去設備が開発され 害物質として水質汚濁防止法の排水規制

ない場合は、暫定期間の再延長をお願い 等の対象とする必要があるとの答申が行
したい。 われました。この答申を受けて、平成１
安価で小スペース処理技術がないため ３年７月１日に健康項目に係る排水基準、
排水基準の廃止または大幅なゆるい基準 が設定されました。
への変更をお願いする。 暫定排水基準の適用については、工場
暫定排水基準を将来にわたり維持して 等の排水濃度実態や適用可能な排水処理

いただきたい。 技術等についての評価を的確に行うとと
ほう素に係る排水基準の本格運用にあ もに、関係法令に基づく対策の措置状況

たっては、現状の処理における廃棄物問 等を考慮しつつ、現時点において現実的



- 2 -

題の解決や、リサイクルに至る総合的ほ に対応可能な排水濃度レベルとして各業
う素処理技術が確立できるまで排水基準 種ごとに行うもので、今回、技術開発の
の見直し、もしくは暫定期間の延長を考 動向等を踏まえ、見直しを行ったもので
えるべきです。 す。
ほう素に係る新しい処理技術の確立や 今後の対応といたしましても、技術開

既存の処理方法により発生する廃棄物の 発の動向、事業場等からの排水の排出実
有効な利用方法が確立できるまで暫定排 態等を的確に把握しつつ、暫定排水基準
水基準については、延長すべきである。 の見直しを行い、環境への負荷低減を図
ほう素の処理に関しては、汚泥の発生 っていきたいと考えておりますので、ご

を伴わない新しい処理技術の見通しがた 理解、ご協力をお願いします。
つまで排水基準の暫定期間延長や基準そ
のものの見直しも検討すべきである。な
ぜなら、汚泥など更に処理が必要な産業
廃棄物を大量に生み出し、残り少ない処
分場の残余年容量の逼迫化を加速させて
しまう可能性があるため。
インベントリーなどを整理していただ

いて、効果の大きい部分の改善を先行す
るというような対応も必要ではないか。

鉄鋼業（ステンレス酸洗工程を有する
ものに限る ）において、一律排水基準へ。
の移行の改正案に対して暫定排水基準の
延長を要望する。
＜類似意見を含め計２件＞

非鉄金属精錬・精錬業でふっ素の暫定
。排水基準が延長されることに賛成します

＜類似意見を含め計３件＞

めっき業の小規模事業場に対しては、
現在の暫定排水基準値を継続していただ
きたい。
めっき業において、小規模事業所で採

用できる排水処理技術がない。これまで
の暫定排水基準を継続すべき。
業種によって、暫定排水基準が異なる

のは不公正である。また、前回の暫定排
水基準と同じ業界があるのは不公正であ
る。めっき業も他と同様にこれまでと同
様の暫定排水基準とすべきである。
東京都のめっき業において、小規模事

業所で採用できる排水処理技術がない。

ほう素及びその化合物の金属鉱業（海
域以外の公共用水域に排出水を排出する
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ものに限る ）の暫定基準の継続は、妥当。
と思われる。
＜類似意見を含め計６件＞

温泉を利用する旅館業の排出水につい
ては、３年間の期間延長という措置でな
く、水素イオン濃度及び砒素の措置と同
様に 「当分の間適用しない」の措置をと、
っていただけないか。
ほう素についても、砒素と同様に水質

汚濁防止法施行令等の施行（昭和49年12
月１日）の際、現に湧出している温泉を
利用する旅館業については、当分の間適
用しないか、ふっ素と同様緩やかな基準
としていただきたい。
ほう素及びその化合物の旅館業（温泉

を利用するものに限る ）の暫定基準を引。
き続き継続していただきたい。
温泉排水の暫定排水基準５００ｍｇ／

、 、Ｌという数字は 全国の温泉においては
この数字以下の温泉がほとんどであるの
で、この数字のご検討をお願いしたい。
河川の上流にもかかわらず温泉に関す

る排水の基準がゆるいのはなぜか。
温泉を利用する旅館業でほう素の暫定

排水基準が延長されることをぜひともお
願いします。また更に進んで、ほう素の
排出基準で、温泉を利用する旅館業の排
出水については、３年間の期間延長とい
う措置でなく、水素イオン濃度及び砒素
の措置と同様に 「当分の間適用しない」、
の措置をとっていただけないか。

２．排水規制について［規制対象項目関係］
( ) ふっ素及びほう素の規制について1

意見の概要 意見に対する考え方

耐え得る物質が存在しないほうふっ化 ふっ素による人の健康影響としては、
水素酸の使用量を減らす必要性はあると 比較的高濃度のふっ素を含む地下水を水

、感じるが、ふっ素単体に規制をかけてい 道水源としていた地域で見られたように
ることは、行き過ぎではないだろうか。 飲用水としての過剰なふっ素の摂取によ

る斑状歯の発生が知られています。
ほう素は目薬、やけどの薬などに入っ ほう素による人の健康影響としては、

ているものであり、ホウ酸は比較的安全 高濃度の摂取による嘔吐、腹痛、下痢及
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。で何より安い薬品である。ほう素の規制 び吐き気などの症例が報告されています
について、考え直して廃止もしくは実行 また、これまでに行われた動物実験の結
可能な数値を検討し直すべきです。 果、ラットを用いた催奇形性試験におい

て胎児の体重増加抑制が認められていま
す。
以上のことを踏まえ、中央環境審議会

で御審議いただいた結果、ふっ素、ほう
素の対策が必要と判断されております。

( ) 硝酸性窒素等の規制について2

意見の概要 意見に対する考え方

海苔養殖を営んでいるが、近年海域で 硝酸性窒素に汚染された公共用水域や
、「栄養塩」が極端に無くなっている。原 地下水からの飲用水を人が摂取した場合

因は海を綺麗にすると言って窒素を減ら 体内の硝酸還元細菌によって硝酸性窒素
す政策をしているのが原因の一つになっ が亜硝酸性窒素に還元され、血液中の赤
ています。アンモニア窒素は減らしては 血球と結合してメトヘモグロビン血症の
成りません。海はすでに枯れています。 原因となります。

硝酸・亜硝酸性窒素に係る水質環境基
準の維持・達成を図るための対策の検討
に当たっては、硝酸・亜硝酸性窒素のほ
か、排出された環境中で生物化学的作用
を経て硝酸・亜硝酸性窒素を生成する物
質を視野に入れる必要があります。
水環境中のアンモニア性窒素は、微生

物による硝化作用を受けて除々に硝酸・
亜硝酸性窒素に変化します。
以上のことを踏まえ、中央環境審議会

で御審議いただいた結果、硝酸・亜硝酸
性窒素及びアンモニア性窒素の対策が必
要と判断されております。

３．排水規制について［規制対象業種関係］
( ) 温泉排水の規制について1

意見の概要 意見に対する考え方

温泉成分として有用とされているのに 温泉の有効成分であっても、一定濃度、
人的工場排水と同様に排水基準を設ける 以上において有害性を生ずるものであれ
のはどうか。 ば、公共用水域の水質汚濁を防止するた
＜類似意見を含め計３件＞ め、陸水域への人為的な排出を抑制する

必要があります。
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今回の暫定も旅館業法適用の温泉のみ 水質汚濁防止法では、汚水又は廃液で
となっているが、公衆浴場法のみの適用 人の健康に係る被害を生じるおそれがあ
施設の日帰り温泉等には規制がかかって る物質を含むもの又は水の汚染状態を示
いない。法の下の平等という観点から疑 す項目に関して生活環境に係る被害を生
義を感じる。 じるおそれがある程度のものを排出する

施設を特定施設として政令で指定し、そ
のような特定施設をもつ事業場に対して
排水規制を行っています。いわゆる日帰
り温泉等についても、当該施設に一定規
模以上の厨房や浄化槽が設置される場合
には、排水基準が適用されますが、これ
は、上記の認識に立つものです。現在、
特定施設に指定されていないもので、環
境への影響があるかどうかについては、
そのような施設の立地状況及び排水実態
（排水量、濃度）等の把握に努め、必要
に応じて特定施設の追加も検討していき
ます。

( ) 汚泥からの再溶出について2

意見の概要 意見に対する考え方

ふっ素 ほう素の処理汚泥からふっ素 産業廃棄物である汚泥の処理に当たっ、 、
ほう素が再溶出する恐れがある。溶出試 ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法
験、土壌汚染、産業廃棄物の規制を明確 律に規定する処分基準に適合した処分が
にすべきである。 求められ、また、同法に基づく構造・維
ほう素、ふっ素のスラッジについて、 持管理基準に適合する、管理型最終処分

溶出濃度が規制された場合、規制を守れ 場において処分することとなっておりま
ないとの処理技術開発を進める企業から す。また、管理型最終処分場からの排水
の意見もあり、その対応が困難と思われ 中のほう素、ふっ素についても同法に基
ます。 づく排水基準が定められており、これを

遵守することが必要となっています。

( ) 下水道地区の施策について3

意見の概要 意見に対する考え方

下水道地区の施策は、地方自治体に権 水質汚濁防止法に基づく排水規制は、
限を委譲させ、地方自治体に自らの責任 すべての公共用水域において水質環境基
のもとで、規制値を設けさせるなど、水 準が維持・達成されることを期して、ナ
域指定をきめ細かく指定することをお願 ショナルミニマムとして全国一律な水質
いします。 汚濁防止対策を講じることが効果的であ
＜類似意見を含め計２件＞ り、かつ公平性の観点から必要との考え
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方に基づいております。なお、終末処理
場を有している下水道に排出される場合
には、水質汚濁防止法に基づく規制は適
用されず、その機能確保の観点から下水
道法施行令第９条の４において、水質汚
濁防止法の排水基準（暫定排水基準を含
む ）に準ずる受入基準が適用されること。
になっています。

ふっ素、ほう素は下水処理を困難には ふっ素、ほう素は、下水道の終末処理
しない。排水量５０ｍ／日未満の小規模 場で処理することが困難な物質に位置づ3

事業場に対して、水質汚濁防止法の暫定 けられており、下水道法施行令第９条の
排水基準と同様に、下水道でも受入基準 ４において、水質汚濁防止法の排水基準
の緩和措置を要望する。 （暫定排水基準を含む ）に準ずる受入基。

準が適用されることになっています。

４．環境基準・排水基準について
( ) 環境基準について1

意見の概要 意見に対する考え方

これまで、排水基準を設けて環境改善 平成１４年度公共用水域水質測定結果
、 、に努めてきたと考えられるが、現状の環 において 健康項目の環境基準達成率は

境状況が目標とする環境基準に対してど 99.3％で、ほとんどの地点で達成されて
のようなレベルにあるのか、データをも います。なお、詳細な測定結果について
とに説明して頂きたい。 は、環境省ホームページをご参考くださ

い。
環境基準に関する新しい知見があれば 水質環境基準の健康項目については、

開示していただきたい。排水基準の見直 平成１６年２月２６日付けで見直しに関
しは当然 環境基準の達成が目標であり する中央環境審議会の答申をいただいて、 、
環境基準は科学的な判断の向上に伴って いるところです。この答申において、既

、見直すとのことであるが、これまでのと 定の水質環境基準の健康項目については
ころで、そのような知見はないのか、ご 従来通りの取扱いとすることが適当であ
教示いただきたい。 るとされています。

( ) 健康項目に係る一律排水基準設定の考え方について2

意見の概要 意見に対する考え方

科学的に排出基準を１０ｍｇ／Ｌにす 平成１１年２月、ほう素が水質環境基
ることにより現状のほう素による健康リ 準の健康項目において、１ｍｇ／Ｌ以下
スクが幾らから幾らに下がるのか説明を （陸水域）とされたことを受け、中央環
する必要があると考える。PRTRの結果か 境審議会水質部会排水基準専門委員会に
ら全国の事業所からのほう素の排出量が おいて審議された結果、陸水域に対して
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推計され得るため、河川流量からリスク は、既に設定されている水質環境基準の
評価をすることは容易であると考える。 維持・達成に必要なレベルとして、その
排出先の河川ごとに飲料水摂取によるリ 10倍を排水基準（10ｍｇ／Ｌ以下）とす
スクを評価することを求めたものである ることが適当であるとの答申をいただい。
本来環境基準から一律に１０倍の値で ており、この答申に基づき排水基準を設

排出基準を設定することは、排出箇所数 定しています。
及び排出量を考慮することなく安易に決
めた設定手法であり、決して科学的な根
拠とは言えない 「汚染の未然防止」は大。
事なことであるが、リスクの小さいもの
に必要以上に過大なコストをかけて対処
することを要求することは排出企業が零
細な事業者が多いことを考慮すると、国
民を納得させ得る行政手法とは認めがた
い。

( ) 上乗せ排水基準について3

意見の概要 意見に対する考え方

大阪府において、ほう素の海域の上乗 水質汚濁防止法においては、地域の実
せ排水基準として１０ｍｇ／Ｌを設けて 情に応じて、都道府県が条例で、より厳
いる例がある。国の海域の基準２３０ｍ しい排水基準（上乗せ排水基準）を設定
ｇ／Ｌと整合を欠く。 することができます。

( ) 水域の区分等について4

意見の概要 意見に対する考え方

海域と河川で基準値が大幅に違う。河 ふっ素、ほう素については、一般的な
川での基準を満たすために莫大なエネル 陸水域での環境レベル（バックグラウン
ギー、お金を使って塩化マグネシウムを ドレベル）では水質環境基準を下回って
作り、ほう素を処理して山に埋めること いますが、一般的な陸水域での環境レベ
は正しいのだろうか。 ルに人為的な負荷が加わることで水質環
下水道排水下流で、塩分を含む様な荒 境基準を超える汚染が発生するかどうか

川下流では水道水源として取水すること が問題であります。このため、水質環境
はない。このため、海水域・陸水域の区 基準が維持・達成され国民の健康が保護
分の他に、河川下流に、新たな水域指定 されるよう所要の対策を講じることが必
を設けてほしい。 要です。
現在は水域指定が陸水域、海域の二つ ふっ素は陸水域において人為的な排出

、であるが、陸水域には水道水源となる河 に起因した汚染が既に見受けられており
川の水域と、下水道の排出されるような 更に今後、人為的な排出に起因した汚染
汽水域がある。ほう素ふっ素規制は、水 が生じるおそれがあることから、汚染が
道水起源の規制であることから、この二 生じないような対策を講じることが必要
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者の規制値を同じ陸水域とするのは合理 です。
的でない。そのため、汽水域を新たに水 ほう素については、人為的な排出に起
域指定に加えていただきたい。 因した汚染はこれまで報告されていない
人体への摂取経路は水道水で、現在、 ものの、将来的な汚染が生じないとも言

汽水域及び下水道排水は水源としていま い切れず、汚染の未然防止を図ることが
せん。よって水域指定を実態に合わせ、 必要です。
現在の海域・陸水域の他に、汽水域を設 したがって、これらが有害物質である
けていただきたい。 以上、公共用水域の水質汚濁を防止する
河川への放流する場合の規制値につい ため、陸水域への人為的な排出を抑制さ

ては、水道水質基準に連動して定められ せる必要があります。
た水質環境基準の10倍として定められて また、海域における排出規制について
いますが、海域か陸域かの規制値だけで は、水質環境基準が海域への適用を除外
はなく、放流域の実態に応じケースバイ されることをもって、海域への人為的負
ケースの規制値を検討すべきではないで 荷がさらに増加することを許容すること
しょうか。 は適当ではないとの考え方に基づいてい
直ちに一律排水基準を達成することが ます。

著しく困難な事業場については、放流域 さらに、水質汚濁防止法に基づく排水
の実態に応じ、現在の暫定値を参考にし 規制は、すべての公共用水域において水
た、各々の実態に応じた基準値を定め、 質環境基準が維持・達成されることを期
実態に応じた規制適用を行うべきである して、ナショナルミニマムとして全国一。
放流域の状況に応じ、海域基準の適用、 律な水質汚濁防止対策を講じることが効
あるいは海域、陸域基準の中間値、ある 果的であり、かつ公平性の観点から必要
いは現在の暫定基準を規制値とする等の であると考えています。
弾力的な規制を行うべきである。 なお、汽水域についてはその範囲を正
海域か陸域かの規制値だけでなく、放 確に特定することが困難であるため、こ

流域の実態に応じたケースバイケースの れまでの取扱と同様に陸水域と海域の２
規制値の適用を検討するべき。 つに区分したものです。
河川流域の状況に応じた基準値を定め

るべきと考える。放流する河川の流域の
状況に応じ、海の基準の数値を適用若し
くは海と陸の基準の中間値、または現在
の暫定基準を規制値とする等の弾力的な
規制を行うべきではないだろうか。
ほう素については、河川への排出と海

域への排出基準に大きな差があり、排出
される河川の状況に関係なく規制を適用

。 、されてしまいます 放流先の状況に応じ
現在の暫定基準を適用するとか、海域と
河川の基準の中間的な基準を適用するよ
うな柔軟な規制の検討をお願いします。

( ) 暫定排水基準見直しの判断基準について5

意見の概要 意見に対する考え方
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11業種が既に一律排水基準の達成が可 暫定排水基準の見直しについては、ま
能、16業種が一律排水基準の達成が困難 ず、排水の実態調査（自治体の立入検査
であるとの判断がなされているが、調査 結果の収集、環境省における採水調査）
結果の開示とともに、どのような判断基 を行っております。さらに、所管の府省
準で判断されたのかを説明して頂きたい と連携の上、各業種の実態を把握しつつ。

行っております。

( ) 小規模事業場の取扱いについて6

意見の概要 意見に対する考え方

小規模事業場保護のため、排水量５０ ふっ素、ほう素を含めて、人の健康の
ｍ／日未満の既存事業場に対して、規制 保護に関する物質については、排水量に3

の緩和措置が採られていたが、ふっ素、 関わらず排水基準の対象としています。
ほう素の規制では無くなった。規制緩和 なお、排水基準を直ちに達成すること
の措置をお願いしたい。 が技術的に困難な業種等については、経

過措置として暫定排水基準等を設定して
います。

５．排水規制に係る技術的課題について
( ) 技術開発について1

意見の概要 意見に対する考え方

中小零細企業においても導入可能な、 環境省においては、普及が進んでいな
省スペース・低価格・低ランニングコス い先進的環境技術について、その環境保
トの排水処理技術を開発していただきた 全効果等を第三者機関が客観的に実証す
い。 る「環境技術実証モデル事業」を実施し
ほう素、ふっ素の除害に優れた技術開 ています。今後、ふっ素、ほう素の処理

発や簡易な測定方法を望む。 技術を実証対象技術として取り上げてい
ほう素、ふっ素の除去技術に関して、 く予定です。

低価格で実用的な除去設備の開発に積極
的な御支援をお願いしたい。
国の機関においてもほう素除去処理の

技術開発や支援に取り組んでいただき、
早期にこの問題が解決されることを期待
します。
除害技術開発については、環境省が主

導して、中小零細企業に適用できる、簡
易で費用のかからない、画期的な技術開
発の促進を求めます。
排水処理施設の整備・普及を進めるた

めにも、資金の斡旋だけではなく、補助
金制度の検討や税制優遇措置を具体的に
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検討していただきたい。
ほう素の除去方法について、国として

その技術開発に早急に取り組んでいただ
きたい。また、排水処理の機械導入や運
転管理にともなう財源の経済的支援体制
を制度化していただきたい。

私共の開発した特殊ろ材を用いた濾水 新たな排水処理技術の開発の動向を把
機は、低コストで多くの物質を除去でき 握することは、非常に重要であると認識
ます。 しています。
ふっ素、ほう素及び亜硝酸などは水溶 環境省においては、普及が進んでいな

液中でマイナスイオンとなるが、これら い先進的環境技術について、その環境保
をイオン交換による固定化に有効な物質 全効果等を第三者機関が客観的に実証す
を大学との共同研究で開発した。安価で る「環境技術実証モデル事業」を実施し
提供可能な製造方法を確立し、実験室レ ています。今後、ふっ素、ほう素の処理
ベルではあるが従来にない高い効果を確 技術を実証対象技術として取り上げてい
認している。また、アンモニアについて く予定です。
はゼオライトを利用した製品が既に実用
化の一歩手前の段階である。

ほう素・ふっ素の分析法は煩雑であり 排水基準に係る検定方法の設定に当た、
分析コストも高価で中小零細企業には大 っては、中央環境審議会の答申に基づき
きな負担となっています。費用のかから 下記の事項を踏まえて検討しています。
ない簡便な分析技術を、早急に開発して ①排出水の濃度が的確に定量できる方法
いただくことを望みます。 であること。

②広く一般に利用できるような方法であ
り、原則として危険な操作等を含まない
こと。
③既に定められている水質環境基準の測
定方法等を考慮すること。
また、今後、上記の条件を満たす安価

で簡便な分析技術が開発されれば、排水
基準に係る検定方法に加えることとして
おります。

( ) 汚泥処理について2

意見の概要 意見に対する考え方

、 、 、排水処理で大量の産業廃棄物汚泥が生 環境省では 毎年 都道府県を通じて
じる これについても 問題ではないか 産業廃棄物の排出・処理状況について調。 、 。
ふっ素、ほう素の排水処理には大量の 査を行っており、ふっ素、ほう素含有の

汚泥が発生する。国はその排出量を把握 汚泥と限定してはおりませんが、汚泥全
しているのか。また投棄場所の検討を行 体の排出量について把握しております。
っているのか。 また、ふっ素、ほう素含有の汚泥につい
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排水処理で大量の産業廃棄物汚泥が生 ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法
じ、処分が困難である。 律に基づき、都道府県の許可を受けた、
ほう素、ふっ素の除害は、大量のスラ 構造・維持管理基準に適合する、管理型

ッジが発生します。国においては、スラ 最終処分場において処分することとなっ
ッジの発生量を当業界・他業界などあわ ております。
せ、総量での発生量を把握していただき 今後とも、汚泥を含む産業廃棄物の適
たい。その把握を踏まえ、新たな環境汚 正処理の確保及び生活環境保全上の支障
染の発生がないかどうかの検証とご検討 防止等に取り組んでいきます。
をお願いします。

６．規制の見直し手続について
( ) 規制影響分析について1

意見の概要 意見に対する考え方

規制改革・民間開放推進３カ年計画に 環境省では平成１４年度から規制の新
よると規制影響評価（RIA）が行われると 設に関する事前評価を実施しているとこ
あります。環境省において、ほう素、ふ ろですが、規制影響分析（RIA）の具体的
っ素規制のRIAを行っていただきたい。も な手法については、現時点では確立して
し、RIAを行わない場合はその理由を開示 おりません。このため、現在総務省で検
して頂きたい。 討を進めている規制に関する政策評価の
2004－2006年度の「規制改革・民間開 分析手法等の検討結果を踏まえつつ、環

放推進３カ年計画」によりますと、規制 境省における規制影響分析手法の開発の
規制影響評価(RIA)が各省庁で行われると 推進に努めます。
言われていますが、環境省におきまして
も、ほう素、ふっ素に関しての規制影響
評価制度を採り入れるべきであると考え
ます。

( ) 規制の手続き等について2

意見の概要 意見に対する考え方

EPA（アメリカ環境局）では、新たな規 排水基準の設定に際しては、実際の技
、制を行うときは、関係業界、関係団体、 術適用可能性も含めて検討を行った上で

関係学会のヒアリングを行い、除害技術 国民の皆様からパブリックコメントを通
・コストをあわせて提示すると聞いてい じて広く意見を募集しており、今後とも
る。今後、新たな規制を設ける際には、 このような方法により、適切な規制実施
同様な手続き、周知徹底を図っていただ に努めていきます。
きたい。
今後は新物質の規制を行う場合は、同

時に、除害技術への支援と除害コストを
。 、提示していただきたいと存じます また

規制の周知も、十分に徹底されますこと
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を望みます。

７．海外の状況について

意見の概要 意見に対する考え方

ヨーロッパにおいてはふっ素、ほう素 排水規制については、海外における規
の排水規制はないと聞くが事実か。海外 制の有無によらず、人の健康の保護の観
で規制が無いものをなぜ規制するのか。 点から、中央環境審議会の答申に基づき

設定されたものです。
、 、 、なお ドイツにおいて 排水令により

指定された各工程ごとにふっ素の最低限
の排水基準値が定められており、実際の
許可発給時には、より厳しい基準が適用
されていると聞いております。
また、東欧諸国においても、ふっ素、

ほう素の排水規制値が設けられていると
聞いております。

８．その他の意見について

意見の概要 意見に対する考え方

ほう素を含む温泉水の排水規制等に関 旅館業における温泉排水の排出実態に
して、次の調査研究の実施が必要と考え つきましては、自治体の立入検査結果の
る。また、環境省にこれら資料が収集し 収集及び環境省における採水調査を実施
てあれば、差し支えなければ、その要旨 しております。
を発表できないでしょうか。 今後の対応といたしましても、技術開
・温泉のほう素含有量・排水状況調査 発の動向、事業場等からの排水の排出実
・実験室でのモデル調査 等 態等を的確に把握しつつ、暫定排水基準

の見直しを行い、環境への負荷低減を図
っていきたいと考えておりますので、ご
理解、ご協力をお願いします。

温泉の貯湯槽の底に溜まった湯の花 微 湯の花として有効利用されるのであれ（
量の砒素を含む）は産業廃棄物ではない ば当然、廃棄物にはあたりませんが、不
と考えるがどう思うか。 要物として処理されるのであれば産業廃

棄物として適正に処分される必要があり
ます。


